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坂出第一高等学校の危機管理マニュアル

１ 坂出第一高等学校における危機管理体制

（１）目的

このマニュアルは、坂出第一高等学校の生徒・教職員、学校施設に対する危機に備え、対応

に必要な基本的な事項を定め、危機に関する情報の入手から事後の対応までについて、迅速か

つ適切に対応できる体制を構築することを目的とする。

（２）危機の種類

このマニュアルによる危機とは、次のものとする。

① 生徒や教職員の災害等による被害、重大な事件・事故・犯罪被害

② 災害等による学校施設の被害、及び侵入者による被害

③ その他の生徒や教職員、学校施設等に大きな影響を及ぼすもの

２ 危機対応の基本方針

（１）危機発生時の基本的対応

① 危機レベルにより、校長は対応体制を決定する。

② 校長は、あらかじめ、報告の必要な項目（別表１）を定めるとともに、教職員に対して

連絡体制を整備・周知する。

③ 所管課へ直ちに報告を要する項目は、原則として、次のものとする。なお、各項目は、

その内容が発生しようとしている場合を含む。

ア．生徒や教職員に関する重大な事件・事故

イ．教職員の重大な不祥事

ウ．災害等による被害

エ．教育上異例の事故

オ．その他、マスコミ等による報道が予想される事項

④ 危機の発生の場合、できるだけ事案の経過、対応等の記録を取ることとする。必要によ

り、写真等の撮影も行う。

（２）危機管理の初動

① 端緒

危機を覚知し、又は危機に関する情報を入手した職員は、その内容を確認するとともに、直

ちに校長及び副校長・教頭・事務部長に報告する。

② 初動対応

ア．危機を覚知し、又は情報を入手した校長以下教職員は、直ちに初動対応を行う。

イ．初動対応は次のとおりとする。

ａ．情報収集

ｂ．必要に応じて警察・消防等関係機関への連絡

ｃ．所管課(総務部総務学事課)への報告

ｄ．マスコミ対応準備

（３）危機発生への本格対応

校長は、状況を把握するとともに、必要により所管課等関係機関との協議の上、危機への対

応方針を決定し、適切な対応体制をとる。

（４）危機管理対策本部

① 校長は、発生し、又は発生するおそれのある危機に対して、必要があると認めるときは

危機管理対策本部を設置する。

② 危機管理対策本部の組織と業務を次のように定める。

本部長 校長

構成員 副校長、教頭、事務部長、教務部長、生徒指導部長、学年団長、
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教育相談部長、特活部長、防火・防災主任

業 務 危機管理についての指揮・総括、情報収集、所管課への報告、

広報・報道対応

附則

この規定は、令和２年 ４月 １日より施行する。

令和６年 ４月 １日より施行する。

令和７年 ４月 １日より施行する。
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（別表１）

報告を要する事項

危 機 の 種 類 内 容

生徒指導上のこと

上記以外の学校教育活動上のこと

生徒の事件・事故 (授業中、校外活動、研修旅行等)

登下校中のこと

その他、生徒にかかる異例のこと

教職員の事件・事故・不祥事 教職員にかかる事件・事故・不祥事

（勤務時間外を含む）

地震、津波、風水害、火災、爆発 教職員、学校施設・設備・備品の被害

などの自然・事故・人為的災害 学校が原因となった周辺地域の被害

侵入者 不審者の侵入

その他 異例のことで、学校としての対応が必要なこと

注）各項目は、発生しようとしている場合を含む

危機管理対策本部に設置するグループ

グループ名 リーダー メンバー 業 務

本部用務の補佐

教務 教務部長 教務部 グループ間の連絡調整

外部機関との連絡調整

生徒対応 各学年団長 各学級担任 生徒の安全確保・ 情報収集と伝達

(生徒指導部長)

保護者対応 各学年団長 各学級担任 保護者との連絡・対応

特活部長

心理ケア 教育相談部長 教育相談係 精神面での対応が必要な事項

警備 生徒指導部長 生徒指導部 校内及び校門周辺の必要な警備

施設対応 事務部長 事務部 施設の状況確認・報告

必要な応急手当

現地 学校外での発生事案で必要な場合 学校との連絡・現地での情報収集
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１ 地震(震度４以上)・津波発生時の対応

１ 対応の基本

（１）揺れた時点では震度が不明であるので、大きな揺れの場合の初動はこのマニュアルによる。

※震度４以上の揺れが予想される場合、緊急地震速報受信装置デジタルもぐらにより、校舎内

では、その数秒～数十秒前に緊急地震速報が流れる。

（２）原則はこのマニュアルによるが、大きな地震の場合は管理職・職員が参集できず指示が出せ

ない等、マニュアル以外の対応が必要な場合も想定される。その場合は、人的被害の拡大防止

を最優先として、各教職員の判断で適切な行動をとることとする。

（３）地震対応本部は、校長室とする。津波等で校長室が使用できないときは、職員室とする。

（４）地震の際は、学校全体で協力して対処する。

２ 地震発生時（震度４以上：緊急地震速報が発令されたとき)の対応

（１）授業中の場合

① 発生時又は発令時には、生徒・教職員の安全を確保するよう行動する。

ア．屋内の場合は、机等の下に避難し安全な体勢をとるよう指示する。

イ．実験や実習で火気を使用している場合は、直ちに火を消し、出火防止措置をとる。

ウ．屋外の場合は、倒壊のおそれのある物から離れ、落下・飛来物や地面の陥没のおそ

れのない安全な場所に避難させる。

② 揺れがおさまった後、各教室・職員室等で点呼をとり行方不明者や負傷者の有無の確認

をするとともに物品被害の調査をする。引き続き学校全体の状況を把握する。(軽微な地震

は除く）

ア．避難や消火が必要な場合等は、「防災計画」により対応する。あわてて外へ飛び出さ

ず指示を待つ。負傷者等、特別に支援が必要な生徒には、授業担当者及び当該クラス

生徒が中心となり避難の手助けをする。

イ．避難の際はガス元栓を閉じ、できるだけ電気器具のコードを抜いておく。また、級

長に出席簿を携行させる。

※避難場所はグラウンドとする。

ウ．できるだけすみやかに非常放送を行い、全校へ指示や情報を伝達する

エ．各教室の状況により、必要な場合は近くの教職員等に応援を求める。

オ．負傷者は、保健室で手当をする。重傷の場合は、直ちに保健室へ連絡し応急手当や

病院搬送等の対応をする。

カ．各授業担当者は、それぞれ教室の被害等の調査を行い、地震対応本部に連絡する。

キ．事務の施設担当者は、ラウンジ（食堂）などガス関係施設を点検する。必要に応

じ、ガスの供給元栓を閉鎖する。

ク．状況に応じて、「被害状況及び対応状況」を総務部総務学事課へ状況を報告する。

ケ．ＴＶ等の報道により、地震情報や交通機関等の情報の収集にあたる。

コ．生徒の下校に関する指示等は、校内の状況や道路・交通機関等の状況により、校長

が行う。必要な場合は、学級担任が保護者との連絡にあたる。

（２）休憩時間・放課後・長期休業中等の場合

① まず周辺の生徒等に安全な体勢をとるよう指示するなど、上記「授業中の場合」に準じ

て対応する。

② 揺れがおさまった後、各学級担任・部活動顧問は担当クラス・生徒の状況を確認する。

被害がある場合は、直ちに応急手当をとるとともに本部へ報告する。

③ その他についても、上記「授業中の場合」に準じて対応する。

（３）登下校中の場合

① 避難誘導係が、学校の周辺の通学路を巡回し、ＨＲ教室又はグラウンドへの避難を指示

する。また、集合した生徒の確認を行い、不在の生徒の所在先を可能な限り把握する。

② 登下校中の生徒が地震発生時にとるべき行動については、上記「授業中の場合」に準ず
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る部分があるが、具体的な行動については、年度当初に担任により「地震及び津波発生時

の対応について」を書面で周知するとともに、避難訓練のときに口頭で周知する。

３ 勤務時間外に発生した場合の対応

（１）部活動等で校内に教職員がいる場合

① 校内の教職員等で、まず統括者を決め、そのもとで協力・分担して可能な範囲で、校内

の被害状況等を把握し、負傷者や物的被害等に対応する。また、管理職と連絡をとる。

② 震度４以上の場合は、副校長・教頭・事務の施設担当者が参集する。副校長到着後はそ

の指示により対応する。

③ 副校長は、校内にいる教職員等により被害状況を確認し、被害に対応する。また、状況

に対して対応する人員が不足している場合は、応援のため教職員に参集を求める。

④ 震度４以上や特に必要がある場合は､「被害状況及び対応状況」を総務部総務学事課に報

告する。

（２）夜間など校内に教職員がいない場合

① 震度４及び震度５弱以上の地震やその他特に必要がある場合は、副校長等の指定された

教職員（危機管理対策本部の構成員）は参集する。また、震度６弱以上の場合は、家庭や

通勤路の状況が許せる教職員は原則全職員が参集する。

② 参集した教職員は被害状況の調査把握をして、「被害状況及び対応状況」を総務部総務

学事課に報告する。

③ 副校長（教頭）は、状況に対して対応する人員が不足している場合は、応援のため教職

員に参集を求める。

④ 管理職が参集できない場合に備えて、学校の近く（坂出市・宇多津町・国分寺町等）に

居住する教職員は可能であれば参集する。

４ 生徒の状況把握について

休日等に生徒の居住地で強い地震があった場合、学級担任は可能な範囲で生徒の状況を確認し

対応する。

５ 津波発生時

（１）地震発生時の活動後、余震に注意しながら、職員による校内の施設の整備点検を行い、

テレビやラジオ、インターネット等により津波に関する情報を収集する。

（２）大津波警報、津波警報、津波注意報が発令され、浸水等の危険性があり、グラウンドでの安

全が確保されない場合、次に指定した避難場所への誘導を行う。

① 校舎の安全性が確保された場合、３階以上の各ＨＲ教室とする。

② 校舎の安全性が確保されない場合、角山とする。

（３）大津波警報、津波警報、津波注意報が解除になるまで避難所での待機を継続する。

（４）大津波警報、津波警報、津波注意報が解除後、帰宅ルートの安全を確認した後、迎えに来た

保護者に生徒を引き渡す。

（５）保護者と連絡が取れない生徒は、学校で待機させる。
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２ 台風等による警報発令時の対応

１ 学校所在地（坂出市）に警報が発令された場合

種 類 対 応 留 意 事 項

午前６時の ○自宅待機とする ○ＴＶやラジオ等で警報発

・大雨 時点で ※居住地域・通学経路に「警報」が発 令の確認をする

発令中 令されていれば、自宅待機とする。 ○校長の指示を受け決定

・洪水 午前11時の ○臨時休業とする ○総務学事課への報告

時点で ※午前授業日は午前９時の時点で発令

・暴風 発令中 中

○安全面に注意して下校させる ○ＴＶやラジオ等で警報発

・高潮 ※全校生徒に気象や交通機関の状況を 令を確認する

周知し、下校時の安全確保について ○交通機関の状況を確認す

・暴風雪 登校後 の注意を行う。（下校手段の確保と る

の発令 安全確認） ○校長の指示を受け決定

・大雪 ※下校手段の確保や安全確認ができな ○総務学事課への報告

い場合は、保護者と連絡をとる ○学級担任・部活動顧問に

より下校手段等の確認と

下校の注意を行う

注） ① 学校所在地と居住地域・通学経路で、午前１１時（午前授業日は午前９時）までに警

報が解除されたときは、通学に危険がないことを十分確認した上で速やかに登校する。

② 地域や交通機関等の状況により、やむを得ない場合は、学校へ連絡し自宅待機を継続

する。

２ その他

（１）濃霧等による停船勧告など船舶が運航しない場合は、船舶による通学生徒は学校へ連絡をし

た上で待機する。登校は運航再開の時点で判断する。

（２）休業日の模試・部活動等もこの基準により判断する。

（３）生徒の居住地と坂出地域（学校所在地）の発令内容が異なる場合は、居住地の発令内容によ

り上記の表に準じる。（臨時休業でない場合に居住地の警報のため登校できなかったときは「非

常変災」での出校停止等の扱いとする）

３ 留意事項

教職員は状況に応じ、安全面に気をつけて出勤する。出勤できない場合は必ず学校へ連絡す

る。
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３ 地震及び津波発生時の対応

１ 授業日における自宅での対応

種 類 対 応 留 意 事 項

非常に強い地震 ○自宅待機とする。 ○ＴＶやラジオ等

（震度６弱以上） ※学校は臨時休業になる可能性が高い。 で大津波警報等

又は、 発令の確認をす

大津波警報（巨大） る。

強い地震 ○場所によって危険なところは無理せず自宅待 ○通学路の安全を

（震度５弱・５強） 機。この場合、学校に連絡する。 確認する。

又は、 ○午前11時までに、公共交通機関が動いたり、 ○交通機関の状況

津波警報（高い） 通学路の安全が確認されたときは登校する。 を確認する。

やや強い地震 ○安全面に注意して登校する。

（震度４以下） ○地域の状況や交通機関等の状況により、やむ

又は、 を得ない場合は学校へ連絡した上で自宅待機

津波注意報 する。

注）① 地震により道路・交通機関等が被害を受けた場合は、状況により臨時休業等の措置をと

ることがある。

②午前１１時の時点で、公共交通機関が動いていなかったり、通学路の安全が確認されない

ときは、臨時休業とする。

２ 登下校中での対応

通学手段 対 応 留 意 事 項

自転車・徒歩通学者 ○各自で安全な場所に避難する。 〇常日頃より通学

・ブロック塀・自動販売機等転倒の可能性の 路について、危

あるものや、窓ガラスの破片外壁が落下する 険な箇所と避難

可能性のある場所から離れる。 場所の確認をし

・カバン、バッグなどで頭部を保護し、安全 ておく。

な場所で身を伏せる。

・崖下・川岸・橋の上・ガス漏れ箇所からす

みやかに遠ざかる。

・沿岸部やため池近くでは、高台や頑丈な建

物の３階以上に避難する。

〇登校中の場合は、安全等の状況を十分確認し

て、可能な場合は登校する。

公共交通機関通学者 ○乗務員・駅員の指示に従う。保護者に連絡を

する。

３ 学校にいるときの対応

○強い地震が発生した場合は、机等の下に避難し安全な体勢をとる。屋外の場合は、倒壊の

おそれのあるものから離れ、落下物から頭部を守る。揺れがおさまった後に、周囲のもの

に注意しながら避難場所（グラウンド）に避難する。

○大津波警報、津波警報が発令されていて、校舎の安全性が確保された場合は、３階以上の

教室に避難する。

○震度５弱以上の地震が発生し、電話やメールで保護者との連絡ができない状況となった場

合、生徒は学校で待機する。保護者には道路等の安全確認の後に迎えに来てもらう。保護

者が迎えにきても、大津波警報・津波警報が発令されている場合は、通学路によってはそ

れが解除され、安全が確認されるまでは、保護者とともに学校で待機する。
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４ 北朝鮮からの弾道ミサイル発射によるJアラート受信時の対応

１ 弾道ミサイルが発射されるとき

○弾道ミサイルは、発射から極めて短時間で着弾する。

〇ミサイルが落下する可能性がある場合は、Ｊアラートを活用して、防災行政無線で特別なサイレ

ン音とともにメッセージが流れるほか、緊急速報メール等により緊急情報が発信される。

○「自分の命は自分で守る」ことを最優先させる（自助）。

場合によっては、自分自身の安全を確保した上で、他の人と協力して人を助けたり、避難した

りすることがある（共助）。

２ 登校前にJアラートが発信された場合

○登校せずに自宅で待機する。

○解除された場合（報道等で安全を必ず確認すること）は登校する。

※午前１１時（午前授業の場合、午前９時）の時点で発令中の場合は臨時休業とする。

３ 登校中での対応（生徒）

【屋外にいる場合】

○安全な場所へ直ちに避難する。

近くのできるだけ頑丈な建物や地下に避難する。近くに適当な建物がない場合は、物陰に身を

隠すか地面に伏せ頭部を守る。

○公共交通機関（バス、電車等）に乗車中は、運転手、駅員の指示に従う。

【屋内にいる場合】

〇できるだけ窓から離れ、できれば窓のない部屋へ移動する。

＜安全が確保できたら＞

○学校か自宅に近い方に避難する。（周囲の状況をよく見極めた上で）

○無理して登校する必要はない。自宅待機となる。

公共交通機関が動いていたり、通学路の安全が確認できていたりするときは登校する。不確かな

情報に惑わされないように落ち着いて行動する。

３ 学校での対応（生徒）

○授業担当者等の指示に従う。

○帰宅について（原則）

・「公共交通機関が動いていない」「通学路の安全が確認できていない」などの場合は、学校に待機。

・校長の指示を受け決定する。



­ 9 ­

５ 熱中症対策

１ 目的

本項は、熱中症の発生を未然に防止し、教職員および生徒の健康と安全を確保することを目的

とする。特に気温・湿度の上昇が著しい夏期においては、教育活動中・勤務中を問わず適切な管

理と対応を図る。

２ 適用範囲

本項は、校内における教職員および生徒全員に適用する。部活動、体育の授業、行事、通学、

屋外作業など、あらゆる活動を含む。

３ 体制の整備

校長を本対策の総括責任者とし、副校長（教頭）は実施責任者として日常の管理を行う。

各部署（事務室、保健室、教務部、生徒指導部、部活動指導者等）は、熱中症対策の役割を明

確にし、連携して対応する。

４ 環境管理

（１）WBGT値測定
校内の気温・湿度・WBGT（暑さ指数）を確認するため、屋外・体育館に WBGT 計を設置

し、定期的に測定する。

WBGT（暑さ指数）が２８℃以上の場合は原則として活動を制限し、３１℃以上では活動を
中止する。これは環境省および日本スポーツ協会の指針に基づき、児童生徒の健康と安全を守

るための措置である。

（２）空調管理

教室・職員室等にはエアコンの使用を徹底し、室温２８℃を超えないよう管理する。

（３）換気

エアコン使用時も定期的な換気を行う（３０分に１回、数分間程度）。

５ 個人の健康管理

（１）教職員・生徒への周知

毎年６月を「熱中症予防月間」とし、朝の会・ＨＲ・職員会議などで注意喚起を実施する。

（２）水分・塩分補給

全員にこまめな水分・塩分補給を指導し、水筒の持参を促す。

（３）健康観察

養護教諭が中心となり、健康観察表・体調チェックリスト等により体調異常の早期発見に努

める。

６ 活動時の対応

（１）屋外活動（体育・部活動・行事等）

WBGT 値に応じて活動の制限・中止を判断する。特に気温３０℃以上では活動時間の短縮・
休憩時間の増加を徹底する。

（２）活動制限の基準（例）

WBGT値 対 応 方 針

～２７℃ 通常通り実施（適宜休憩）

２８～３０℃ 激しい運動は制限、休憩・水分補給を徹底

３１℃～ 屋外活動は禁止、室内でも十分な配慮
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７ 緊急時の対応

（１）発症時の初期対応

症状（頭痛、吐き気、倦怠感など）を訴えた場合は、直ちに涼しい場所に移動させ、衣服を

緩め、水分・塩分を補給させる。また、氷嚢や冷たいタオル等を用いて、首・脇の下・足の付

け根などを中心に体を冷やすことで、体温の上昇を抑えるようにする。

（２）医療機関との連携

重症が疑われる場合は、救急車を要請し、保護者にも速やかに連絡する。

（３）報告・記録

発生時は、職員間で速やかに共有し、事故報告書を作成・保管する。

８ その他

（１）通学中の対応

登下校時の熱中症にも注意を促し、特に長距離通学者には水筒持参、日傘・帽子の使用を認

める。

（２）行事運営の見直し

運動会・校外学習等は時期・時間帯・運営方法を検討し、熱中症リスクの低減を図る。

９ 教育・研修

教職員対象に年１回、熱中症に関する研修を実施する。生徒に対しても、ＨＲや保健指導にお

いて熱中症の知識と予防策を指導する。

（参考）

環境省は、WBGT値に応じた運動制限の目安として、次のように定めている。
WBGT値 危険度 運 動 指 針

３１℃以上 危険 原則運動は禁止（特に子どもは中止）

２８〜３１℃未満 厳重警戒 激しい運動は中止。中等度以下の運動も慎重に判断

２５〜２８℃未満 警戒 十分な休息・水分補給をとりながら運動

２１〜２５℃未満 注意 積極的に水分補給。体調不良時は無理しない

２１℃未満 ほぼ安全 通常の運動が可能

出典：環境省「熱中症予防情報サイト」

https://www.wbgt.env.go.jp/
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６ 校内緊急体制緊急連絡体制・医療機関

１ 緊急連絡体制

生徒の負傷・急病時の連絡は、次のとおりとする

校 長 副校長 災 害 等 養護教諭 校 医

（教 頭） 発生現場 保健主任 医療機関

（発見者） 保健体育担当

学 級 担 任 保 護 者

部活動顧問

生徒指導担当

２ 傷病生徒移送措置

連絡先電話番号

○救急車 ‥‥ １１９ ○タクシー（琴参タクシー） ‥‥ ４６－３３９０

３ 注意事項

（１）事故等の発生に際しては、負傷者への手当と被害拡大防止を第一とする。

（２）保護者への連絡は不安を抱かせないよう、簡潔明瞭に（いつ、どこで、だれが、どうし

た、現在の対応状況）説明する。

（３）救急車等を手配する場合は、「坂出第一高校西門」など位置を確定し、事故内容（骨

折、頭部打撲、出血）、性別、年齢を伝える。

（４）救急車等で移送する場合は教職員が同乗し、移送先から適時学校に連絡を入れる。

（５）重大な事案の場合は、副校長に窓口を一本化して対応する。

（６）特に緊急を要すると判断した場合は、上記連絡体制によらず臨機に適切な対応を行う。その

場合も、措置後、すみやかに関係者への連絡を行う。

４ 医療機関

病 院 名 電 話 番 号 病 院 名 電 話 番 号

総合病院回生病院 ４６－１０１１ 坂出聖マルチン病院 ４６－５１９５

坂出市立病院 ４６－５１３１

５ 休日当番医の確認

日曜日、祝日には、部活動の顧問は当番医を確認しておく。

（新聞・坂出医師会ホームページ参照）
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７ 不審者への対応マニュアル

１ 校内の不審者について【具体的な対応については Ⅰ～Ⅲ も参照のこと】

原則としてこのマニュアルにより対応するが、緊急を要すると判断した場合は、現場の教職員

はこの手順によらず、生徒等の安全を第一に臨機に適切な対応・通報・避難を行う。あわせてす

みやかに、関係者への連絡を行う。

（１）生徒や教職員が不審者を発見した場合、すみやかに、もよりの教職員や生徒指導部員･教頭に

連絡する。

（２）不審者に対しては、複数の教職員で対応する。

（３）不審者には冷静に対応し、相手の用件等を聞く。

（４）警察への通報が必要な場合は、原則として校長の指示により、１１０番又は、坂出警察署生

活安全課０８７７－４６－０１１０へ連絡する。

※緊急でない場合は生徒指導部長が連絡する。

（５）教室に不審者が入ってきた場合

① 直ちに教室外へ出てもらう。できるだけ一人で対応せず他の教職員の応援を求める。

② 不審者が暴れた場合は、生徒及び教職員の安全を最優先とし、生徒の避難や他の教職員

の応援を求める等の必要な措置をとる。（火災非常ベルの使用も可）

③ 平穏に教室外に出た場合は、廊下又は近くの職員室で氏名・用件等を聞き、すみやかに

校外へ出てもらう。

④ 隣の教室等で異常がある場合は、各自担当のクラスの安全に配慮した上で、状況を確認

し必要な応援に当たる。

⑤ 緊急事態の連絡を受けた教職員は、副校長・教頭・生徒指導部長等に連絡し、校内放送

を使用して指示連絡するなど全校的に対応する。

（６）校内での不審な車はナンバー、色、車種等できるだけ多くの情報をメモし生徒指導部長へ連

絡する。

２ 学校周辺での不審者について

（１）周辺での不審者情報が通報された場合は、情報の信憑性を確認し、状況判断を行う。必要な

場合は教職員を校門周辺等に配置するとともに、全教職員へ情報を伝える。また、状況によ

り、警察等による周辺のパトロール強化を依頼する。

（２）下校時刻が近い場合は、生徒へ情報を周知し、注意して複数で下校するよう指導する。ま

た、必要に応じて教職員による学校周辺の巡回を行う。

３ その他校外（登下校中等）の不審者について

不審者やストーカー的行為等の被害の申し出があった場合は、学級担任・生徒指導部員等

により状況を確認後、保護者や関係機関と連携し生徒の安全確保のため必要な措置をとる。

(警察への通報・パトロール強化の依頼、通学方法の変更、情報の周知と警戒の呼びかけ等)

４ 部外者の校内立入について

（１）校内に用件のある来訪者は、事務室で受付簿に必要事項を記入した後、入校証をつけて校内

に入ってもらう。用件終了後は、事務室で入校証を返却する。

（２）校内に入校証のない部外者がいた場合には、事務室で手続きをするようお願いする。

（３）ＰＴＡ総会や学級懇談会、大人数の会合関係者の場合は、この規定によらない。

５ 校外からの電話への対応について

（１）外部からの問い合わせに対して、生徒や教職員の個人情報 （住所・電話番号等）は教えな

い。

（２）職員室の電話は生徒に使用させない。ただし、病気等緊急の用件で保護者に連絡するなど必

要な場合は使用を認める。
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（３）外部からの生徒への電話は、直接取りつがない。

① 保護者からの電話は、メモ等で用件を伝え、生徒から連絡させる。

② 保護者以外の場合は、相手や用件を十分に把握し、やむを得ない事情で必要な場合のみ用

件を伝える。内容等により、保護者へも外部から生徒に連絡があったことを連絡しておく。

（４）警察及び報道関係からの電話は副校長へ取りつぐ。

（５）緊急時の窓口は副校長に一本化する。
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Ⅰ 不審者が校内に侵入した場合の対応

１ 不審者情報の把握

（１）生徒等からの情報

連絡を受けた教職員が、生徒等から「いつ」、「どこで」、「どのような人」、「どのような状

況」かを確認し、副校長・教頭・教務部長及び生徒指導部長に連絡する。

（２）教職員が発見

「いつ」、「どこで」、「どのような人」、「どのような状況」かを副校長・教頭・教務部長及び

生徒指導部長に連絡報告する。

（３）職員室以外での発見・連絡を受けた場合は、職員室へ連絡をする（自ら・他の教職員・生徒

による）とともに現場へ向かう。

（４）生徒等の安全を確保するよう行動する。

２ 不審者の確認

（１）生徒等からの情報の場合は、管理職等が複数で現場に行き、不審者との距離を保ち、動きに

十分注意して、「どちら様ですか」、「何かご用ですか」等丁寧に用件等を聞く。

（２）管理職が不在の場合は、代替者（教務部長・生徒指導部長等）が中心となって対処できるよ

う、あらかじめ役割分担を決めておく。

３ 不審者への対応

（１）対応の本部は職員室とする。

① 複数の教職員で行い、他の教職員は周辺の安全な避難ルートや避難場所の確保にあたる。

また、対応は相手を刺激せず、落ち着いて話しかける。

② 直ちに校外に退去するよう促す。応じないときは、生徒を遠ざける等の対応をしながら警

察が来るまでの時間を確保する。（※警察の到着までの所要時間を把握しておく。）

③ 凶器等の危険物を所持している場合は、直ちに本部へ１１０番通報と校内放送（緊急避難

や教室待機）の指示をする。

※Ⅱ の「凶器を持った者が乱入した場合」の内容もあわせて対応

※さすまた、机、いす、ほうき等を使い距離をおいて対応し時間を確保する。

④ 凶器等を所持していない場合でも、危険性がある場合は、本部へ１１０番通報と校内放送

（緊急避難や教室待機）の指示をする。

⑤ 校内放送は不審者への影響や、生徒への影響を考え、あらかじめ教職員間で共通の認識を

持つ放送文により行う。

（放送文） 「○○中、失礼します。記念ホールで会議を始めます。」

（２）不審者の侵入を知らせる放送

本部では現場対応係からの指示により必要な放送を行う。「不審者情報の把握」の段階で

緊急又は危険と判断された場合は現場対応係からの指示の前でも必要な放送を行う。

（３）休憩時間中の場合は、放送で生徒等をＨＲ教室又は近くの安全な教室等に誘導する。

① 学級担任はＨＲ教室に行き、侵入防止のための措置をとり、生徒の点呼を行う。

② トイレ、保健室等に行っている者がいないかも確認する。

③ 所在が不明な者については、本部に連絡する。

④ 学級担任は不審者の場所を考慮して安全な避難ルートを想定し生徒等に説明するととも

に、放送等での指示を待つ。

（４）授業中の場合

① 授業担当者は、侵入防止のための措置をとり、点呼を行う。

② 所在が不明な者については、本部に連絡する。

③ 授業中の教員は不審者の場所を考慮し安全な避難ルートを想定し生徒等に説明するとと
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もに、放送等での指示を待つ。

４ 事後の対応

① 授業継続か打ち切りかは、状況に応じて校長が判断する。

② 総務部総務学事課へ報告し、指示を受ける。

③ 被害を受けた生徒等については、家庭訪問を行い、生徒等及び保護者の心のケアに努め

る。

④ その他の生徒等についても、心のケア、安全教育等事後指導を行う。

⑤ 事件の経過を整理記録するとともに、事件後の学校の行動方針を決定する。

⑥ 報道への窓口を副校長に一本化し、副校長による公式の発表以外は行わない。

⑦ 必要により、ＰＴＡ等の会合を開き説明を行う。

⑧ 必要により、警察等への巡回の要請、カウンセラーの配置等を検討する。

５ 役割分担の概要

役 割 メ ン バ ー

初動での現場臨場 副校長、教頭、生徒指導部長又は教務部長及び生徒指導部の

教員、教務部の教員

現場付近の教職員

現場への応援 体育科教員

放送・警察等への 教務部の教員 事務部の職員

通報のため待機

生徒の掌握・誘導 授業担当者又は学級担任、部活動顧問
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Ⅱ 校内へ凶器を持った者が乱入した場合の対応

一般の不審者としてではなく、当初から緊急事態としての対応が必要な場合

１ 発見、避難の指示、防御

（１）第一に生徒の安全確保をはかる。

※該当クラス生徒の避難と他のクラスへの侵入阻止を最優先とする。

（２）最初に現場に着いた教職員は、生徒を避難させるため、教職員自身の安全も図りながら、机

やいす等により可能な限りの防御を行い、応援が来るまでの時間を確保する。

（３）火災非常ベル等により、緊急事態発生を知らせ注意を喚起する。

（４）教職員や生徒等を介して、もよりの職員室に概要を通報する。

（５）大声を出したり、生徒等に指示したりして他の教職員の応援を求める。

２ 通報、応援、校内放送について

（１）１１０番通報をする（通報要領の準備）

（２）現場への急行（受傷防止に最大限の注意をする）

① 防御用の道具や携帯電話等を携行し、管理職等が複数で現場に急行する。養護教諭も同行

する。

② さすまた、机、いす等を使い可能な限りの防御（無理に取り押さえようとはしない）を行

い、警察が到着するまでの時間を確保する。（さすまたは職員室と事務室に設置）

※警察の到着までの所要時間を把握しておく。

③ 管理職が不在の場合は、代替者（教務部長・生徒指導部長等）が中心となって対処できる

よう、あらかじめ役割分担を決めておく。

④ 他の教職員は他のクラスの安全確保と、避難の場合に備え安全な避難ルートや避難場所の

確保にあたる。

※休憩時間中・授業中の教職員の動きは（２）と同様とする

（３）校内放送（避難誘導・待機指示）について

① 校内電話や携帯電話等により現場から校内放送の担当に現場の状況を伝える。

② 校内放送担当は､現場からの情報や指示をもとに､生徒等に状況と必要な指示を放送する。

（放送文） 「××は○○をさけ※※へ避難しなさい。」「××は教室で待機しなさい。」

××は、「全校生」「３階の生徒」「４号館の生徒」など

○○は、事件発生現場

※※は、避難先で「グランド」「体育館」など

（４）避難について

① 避難場所では、点呼し指揮係に報告する。周辺を教職員が巡回し、安全の確保に努める。

② 役割分担及び対応方法等を定めておく。

３ 負傷者への対応

（１）負傷者がいる場合は、１１０番にあわせて１１９番通報を行うとともに、応急手当を施す。

（２）負傷者を救急車で搬送する場合は、必ず教職員が同乗する。

（３）負傷者の氏名等を搬送前に確認する。

（４）病院へ付き添った教職員は逐次学校へ報告する。

（５）負傷者の保護者に、「病院名」、「けがの状況」等をすみやかに連絡する。
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４ 事後の対応

（１）授業継続か打ち切りかは、状況に応じて校長が判断する。

（２）総務部総務学事課へ報告し、指示を受ける。

（３）被害を受けた生徒等については、家庭訪問を行い、生徒等及び保護者の心のケアに努める。

（４）その他の生徒等についても、心のケア、安全教育等事後指導を行う。

（５）事件の経過を整理記録するとともに、事件後の学校の行動方針を決定する。

（６）報道への窓口を副校長に一本化し、副校長による公式の発表以外は行わない。

（７）必要により、ＰＴＡ等の会合を開き説明を行う。

（８）必要により、警察等への巡回の要請、カウンセラーの配置等を検討する。
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Ⅲ不審者が校内に侵入した場合の対応

１ 不審者情報の把握

【教職員が発見】 【生徒等からの情報】
・不審者周辺の生徒等の避難 ・情報の確認と避難などの指示
・教務、生徒指導への連絡 ・教務、生徒指導へ連絡
・付近の教員への応援要請 ・付近の教員へ応援要請

危険物の所持など､明らかに危険な場合 【教頭・生徒指導部等複数教職員の現場急行】

※携帯電話等を持参する

２ 不審者の確認 【声かけ等により不審者であると確認】
・凶器など危険物等所持の有無を確認

・用件、氏名等を確認

現場よりの報告

緊急事態として対応

３ 不審者への
対応 ・校内放送等により不審者情報と生徒や教職員への指示を周知

・校長の判断により警察へ通報

【授業中の場合】 【休憩中の場合】

・授業中の教職員は教室への侵入防止を ・正担任は担任クラスへ行き教室への侵
して、生徒を掌握し放送等の指示まで 入防止をして、生徒を点呼掌握し放送

待機 等の指示まで待機
・空き時間の教員は、分担により各自の ・副担任、団付きの教職員は分担により
任務にあたる 各自の任務にあたる

４ 不審者の動き

【校外へ退去・逃走、逮捕の場合】 【状況悪化の場合】

・放送等で状況を周知 ・非常ベルの活用､放送等で「緊急事態」
・各クラスで再度、生徒の点呼確認実施 を連絡、避難等の指示をする
・警察等との連携をとり事後措置にあた ・生徒等の避難、１１０番、１１９番通報

る（情報の整理と提供など） ・高校教育課への第一報を連絡

【負傷者への対応】 【他の生徒等への対応】

・現場から避難させ応急手当をする ・学級担任により生徒の点呼確認を行う
・氏名等を確認、保護者へ連絡 ・可能であれば打合会実施
・病院への搬送の際には教職員が付き添 ・放送又は学級担任から指示を伝達
い学校へ逐次状況を連絡する （授業継続か､打ち切りか等）

５ 事後の対応

・事件経過の整理と記録、文書化
・負傷生徒、保護者への対応とその他の生徒への配慮

・高校教育課、保健体育課へ報告し、指示を受ける
・ＰＴＡ役員、保護者への情報提供
・報道機関への対応
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８ 不審な手紙・小包を受け取った場合の対応

１ 基本的な考え方

不審な手紙・小包を受け取った場合、慌てず冷静に対応し、自分と周囲の安全を最優先に行動

することが重要である。万が一、化学物質、粉末、爆発物、その他の危険物が含まれている可能

性もあるため、未開封の状態で安全を確保し、専門機関に通報する。

２ 発見時の対応手順

以下の手順に従い、状況に応じて行動する。

（１）開封しない

① 不審に思った時点で開封せず、触れるのも必要最小限とする。

② ビニール袋や密閉容器などに慎重に封入し、飛散を防ぐ。

（２）粉末等の飛散がある場合

① 粉が見える場合は、すぐに何かで覆い（紙、衣服、ごみ箱のふた等）、空気中への拡散を

防ぐ。

② 自分の衣服や手荷物に粉が付着していないか確認。

（３）空調・ドアの操作

粉末が確認された場合、空調（エアコン・換気）を停止し、部屋のドア・窓を閉めて封鎖する。

（４）手洗いと保護

① 粉が肌についた可能性がある場合は、石けんと流水で十分に手洗いを行い、口や鼻への

接触を避ける。

② マスクや手袋の着用を推奨。

（５）関係者の行動制限（禁足）

① 手紙・小包に触れた者やその場にいた者は移動を控え、別室に集めるなどして待機する。

② その場からの拡散を防ぐことが目的。

（６）通報と報告

① 直ちに警察（坂出警察署）に通報するとともに、校長または副校長（教頭）に報告す

る。

② 警察到着までの間、不審物には一切触れないこと。

③ 事務担当者が、封筒の経路（誰が、どこで、いつ受け取ったか）を整理しておく。

（７）避難も検討

① 危険を感じた場合（異臭、煙、時計音、電線の露出など）、即時避難を行う。

② 安全な場所への避難指示は、校長または副校長（教頭）が行う。

３ 不審な手紙・小包の特徴（例）

（１）一般的に疑わしい特徴

① 白い粉や異物が外部に付着または漏れ出ている

② 強い異臭や油じみがある

③ 差出人が不明、または「親展」「Confidential」「個人宛」など受取人限定の表記
④ 差出人の住所と消印が一致しない

⑤ 明らかに見覚えのない個人や団体からの郵送物

（２）爆発物の疑いがある特徴

① 不自然に重い、厚い、重心が偏っている

② 必要以上の郵便切手が貼付されている

③ 内容物に対して異音（時計音など）がする

④ 外装に「危険物」「爆発物」などと記載されている

⑤ 包装の破損から内部の配線、部品などが見えている
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（参考）関係連絡・照会先電話番号

○警察 １１０番

坂出警察署 （０８７７）４６－０１１０

坂出駅前交番 （０８７７）４６－３８４４

○消防・救急 １１９番

坂出消防署 （０８７７）４６－０１１９

○総務部総務学事課 （０８７）８３２－３０５８

○坂出市少年育成センター （０８７７）４６－２７７７

○ＡＬＳＯＫ（綜合警備保障） ０１２０－４９２－２４９

○四国電力坂出営業所 （０８７７）２２－５１１６

０１２０－４１０－７４０

○四国ガス坂出支店 （０８７７）２２－２３０１

○高松地方気象台 （０８７）８２６－６１２４


